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 ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ‧  パー  ト  ナー  募  集  要  項 

    舞  鶴  市  （以  下  「市」  と  い  う。）  で  は、  市  の  施  設  に  お  け  る  ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ  （施  設  に  お  け 

 る  愛  称  を  命  名  す  る  権  利  及  び  こ  れ  に  付  帯  す  る  権  利  を  い  う。）  の  導  ⼊  に  あ  た  り、  次  の  と  お  り 

 ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ‧  パー  ト  ナー  （ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ  の  付  与  を  受  け  る  者  を  い  う。）  を  募  集  し 

 ま  す。 

    な  お、  こ  の  募  集  要  項  に  定  め  る  も  の  の  ほ  か、  市  に  お  け  る  ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ  の  付  与  に  つ  い  て 

 は、  舞  鶴  市  ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ  事  業  実  施  要  綱  （令  和  ６  年  ６  ⽉  10  ⽇  施  ⾏）  に  定  め  る  と  お  り  と  し 

 ま  す。 

 １  ．  実  施  ⽬  的 

    市  で  は、  市  の  施  設  に  ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ  を  導  ⼊  す  る  こ  と  で  得  ら  れ  た  収  ⼊  を  施  設  の  持  続  的  な 

 管  理、  運  営  等  に  充  て  る  こ  と  に  よ  り、  施  設  利  ⽤  者  に  対  す  る  サー  ビ  ス  の  向  上  を  図  る  こ  と  を  ⽬  的 

 と  し  て、  ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ‧  パー  ト  ナー  を  募  集  し  ま  す。 

 ２  ．  募  集  対  象  施  設 

 （１）  伊  佐  津  川  運  動  公  園  （舞  鶴  市  上  安  久、  円  満  寺  地  内） 

     ‧  ⼈  ⼯  芝  グ  ラ  ウ  ン  ド 

     ‧  多  ⽬  的  グ  ラ  ウ  ン  ド 

     ‧  テ  ニ  ス  コー  ト 

     ‧  芝  ⽣  広  場 

     ‧  そ  の  他  （ラ  ン  ニ  ン  グ‧  ウォー  キ  ン  グ  コー  ス） 

 （２）  舞  鶴  ⽂  化  公  園  体  育  館  （舞  鶴  市  上  安  久  420  ） 

     ‧  ア  リー  ナ 

     ‧  剣  道  場 

     ‧  柔  道  場 

     ‧  レ  ス  リ  ン  グ  場 

     ‧  そ  の  他  （ト  レー  ニ  ン  グ  室、  会  議  室、  多  ⽬  的  施  設） 

    ※  施  設  の  概  要  は  別  添  資  料  の  と  お  り 
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 ３  ．  愛  称  に  つ  い  て 

 （１）  愛  称  の  条  件 

 ア  親  し  み  や  す  さ  や  呼  び  や  す  さ  な  ど、  市  ⺠  等  の  理  解  が  得  ら  れ  る  愛  称  と  し  ま  す。 

 イ  市  ⺠  や  施  設  等  利  ⽤  者  の  混  乱  を  避  け  る  た  め、  当  分  の  間、  正  式  名  称  を  併  記  す  る  な  ど  の 

 措  置  を  講  ず  る  場  合  が  あ  り  ま  す。 

 (2)  使  ⽤  を  禁  ⽌  す  る  愛  称 

 愛  称  が、  次  の  い  ず  れ  か  に  該  当  す  る  も  の  は、  ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ  事  業  の  対  象  と  し  ま  せ  ん。 

 ア  法  令  等  に  違  反  す  る  も  の  ⼜  は  そ  の  お  そ  れ  が  あ  る  も  の 

 イ  公  序  良  俗  に  反  す  る  も  の  ⼜  は  そ  の  お  そ  れ  が  あ  る  も  の 

 ウ  政  治  性  ⼜  は  宗  教  性  の  あ  る  も  の 

 エ  反  社  会  的  若  し  く  は  政  治  的  な  主  義  若  し  く  は  主  張  を  含  ん  だ  も  の  ⼜  は  そ  の  お  そ  れ  が  あ  る 

 も  の 

 オ  美  観  を  損  な  う  も  の  ⼜  は  そ  の  お  そ  れ  が  あ  る  も  の 

 カ  そ  の  他  市  ⻑  が  特  に  適  当  で  な  い  と  認  め  た  も  の 

 ４  ．  契  約  期  間 

    契  約  締  結  ⽇  か  ら  ３  年  以  上  の  期  間  と  す  る。 

 ５  ．  ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ  料  等 

 （１）  最  低  希  望  価  格  （取  引  に  か  か  る  消  費  税  額  お  よ  び  地  ⽅  消  費  税  額  を  含  む） 

 施  設  名  ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ  料  （年  額） 

 伊  佐  津  川  運  動  公  園  １,  800,000  円  以  上 

 舞  鶴  ⽂  化  公  園  体  育  館  2,000,000  円  以  上 

 （２）  命  名  権  料  の  ⽀  払  い  は、  年  度  ご  と  に  納  付  す  る  も  の  と  し  ま  す。 

 p.  4 



 （３）  ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ  に  伴  う  費  ⽤  負  担 

 区        分  市  パー  ト  ナー 

 ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ  料  〇 

 敷  地  内  外  の  看  板  等  の  表  ⽰  変  更  （  ※  １）  〇 

 契  約  期  間  終  了  後  の  原  状  回  復  〇 

 ﾊ  ゚   ﾝ  ﾌ  ﾚ  ｯ  ﾄ‧  封  筒  等  の  印  刷  物  や  Ｈ  Ｐ  の  表  ⽰  変  更  （  ※ 

 ２） 
 〇 

 ※  １  敷  地  外  の  看  板  等  の  表  ⽰  変  更  は、  市  や  関  係  機  関  と  協  議  の  上、  変  更  可  能  な  表  ⽰  に  つ  い  て  ⾏  う  こ  と  と  し 

 ま  す。  ま  た、  新  規  看  板  等  の  設  置  に  つ  い  て  は、  設  置  の  可  否  も  含  め  て  協  議  し  ま  す。 

 パー  ト  ナー  が  負  担  す  る  上  記  費  ⽤  に  つ  い  て  は、  ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ  料  の  他  に  別  途  負  担  し  て  い  た  だ  き  ま 

 す。 

       ※  ２  残  部  数  や  切  り  替  え  時  期  な  ど  を  考  慮  し、  協  議  の  上、  決  定  す  る  こ  と  と  し  ま  す。 

 ６  ．  ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ‧  パー  ト  ナー  の  メ  リッ  ト  等 

    ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ‧  パー  ト  ナー  が  決  定  し  た  後、  法  ⼈  名、  施  設  の  愛  称、  命  名  権  料  等  に  つ  い 

 て  公  表  し、  広  く  愛  称  の  周  知  を  図  り  ま  す。 

 （  1  ）  市  の  広  報  紙  や  公  式  ホー  ム  ペー  ジ  等  に  お  け  る  施  設  名  称  の  記  載  に  は、  原  則  と 

 し  て  愛  称  を  使  ⽤  し  ま  す。  な  お、  愛  称  と  と  も  に  市  が  定  め  て  い  る  施  設  名  称  を  併  記  す  る  場  合  も 

 あ  り  ま  す。 

 （  2  ）  ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ‧  パー  ト  ナー  の  ホー  ム  ペー  ジ  等  で、  ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ‧ 

 パー  ト  ナー  で  あ  る  こ  と  を  広  報  す  る  こ  と  が  で  き  ま  す。 

 （  3  ）  各  種  ⼤  会  の  企  画  や  協  賛、  地  域  貢  献  活  動  の  実  施  や  イ  ベ  ン  ト  の  企  画  等  に  つ  い 

 て、  要  望  を  提  案  す  る  こ  と  が  で  き  ま  す。  （内  容  に  よ  り  ご  要  望  に  応  じ  る  こ  と  が  で  き  な  い  場  合 

 も  あ  り  ま  す） 

 （４）  当  該  施  設  の  優  先  予  約  の  権  利  を  付  与  い  た  し  ま  す  （年  間  ２  回  ま  で） 

 （５）  当  該  施  設  を  無  料  で  利  ⽤  す  る  こ  と  が  で  き  ま  す  （年  間  ２  回  ま  で） 

 （６）  ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ‧  パー  ト  ナー  は、  当  該  施  設  の  ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ  契  約  の  更  新  に  つ  い 

 て、  優  先  交  渉  権  を  有  し  ま  す。 

 ７  ．  応  募  資  格 

    ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ‧  パー  ト  ナー  の  応  募  資  格  を  有  す  る  者  は、  法  ⼈  格  を  有  す  る  企  業、  団  体  及 

 び  個  ⼈  事  業  主  と  し、  次  の  各  号  に  該  当  し  な  い  も  の  と  し  ま  す。 
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    た  だ  し、  複  数  事  業  者  で  参  加  す  る  こ  と  も  で  き  る  こ  と  と  し  ま  す。  そ  の  場  合、  参  加  す  る  全  事  業 

 者  が  次  の  各  号  に  該  当  し  な  い  も  の  と  し、  申  請  は、  複  数  企  業  の  代  表  企  業  が  ⾏  う  も  の  と  し  ま  す。 

    な  お、  複  数  企  業‧  共  同  企  業  体  の  企  業  数  の  上  限  は、  3  社  以  内  と  し  ま  す。 

 (1)  法  令  等  に  基  づ  く  必  要  な  許  可  等  を  受  け  る  こ  と  な  く  業  を  ⾏  う  も  の 

 (2)  暴  ⼒  団  員  に  よ  る  不  当  な  ⾏  為  の  防  ⽌  等  に  関  す  る  法  律  （平  成  3  年  法  律  第  77  号）  に  規  定  す 

 る  暴  ⼒  団  及  び  特  殊  結  社  団  体  等  ⼜  は  そ  れ  ら  に  類  す  る  も  の 

 (3)  ⺠  事  再  ⽣  法  （平  成  11  年  法  律  第  225  号）  及  び  会  社  更  ⽣  法  （平  成  14  年  法  律  第  154  号） 

 に  よ  る  再  ⽣‧  更  ⽣  ⼿  続  中  の  も  の 

 (4)  ⾏  政  機  関  か  ら  の  ⾏  政  指  導  を  受  け、  改  善  が  な  さ  れ  て  い  な  い  も  の 

 (5)  公  的  機  関‧  ⾏  政  機  関  か  ら  ⼊  札  参  加  停  ⽌  （指  名  停  ⽌）  を  受  け  て  い  る  も  の 

 (6)  公  租  公  課  を  滞  納  し  て  い  る  も  の 

 (7)  そ  の  他  市  ⻑  が  適  当  で  な  い  と  認  め  る  も  の 

 ８  ．  応  募  ⼿  続 

 （  1  ）  事  前  相  談  の  申  込 

 ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ‧  パー  ト  ナー  の  取  得  を  希  望  さ  れ  る  際  は、  （２）  に  規  定  す  る  提  案  書 

 類  を  提  出  す  る  前  に  必  ず  市  （ス  ポー  ツ  振  興  課     電  話     0773-66-1058  ）  に  事  前  相  談  を 

 お  願  い  し  ま  す。 

 （  2  ）  提  案  書  類  の  提  出 

 事  前  相  談  で  調  整  後、  実  施  に  向  け  て  進  め  る  場  合  は、  改  め  て、  次  表  に  掲  げ  る  書  類  を  持  参 

 ⼜  は  郵  送  に  て  提  出  し  て  く  だ  さ  い。 

 番  号  提  出  書  類 

 １  ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ  事  業  申  込  書  （様  式  第  １  号） 

 ２  法  ⼈  等  役  員  名  簿  （様  式  第  ２  号） 

 ３  誓  約  書  （様  式  第  ３  号） 

 ４ 
 地  域  貢  献  や  当  該  施  設  の  振  興‧  活  ⽤  等  に  対  す  る  考  え  ⽅、  活  動  実  績 

 及  び  今  後  の  計  画  （様  式  第  ４  号） 

 ５ 
 会  社  概  要  及  び  直  近  ３  箇  年  の  決  算  報  告  書  （法  ⼈  の  場  合）、  ま  た  は 

 確  定  申  告  書  （個  ⼈  事  業  者  の  場  合）  ※  写  し  可 

 ６  登  記  事  項  証  明  書  （商  業  登  記  簿  謄  本）  写  し     ※  発  ⾏  後  ３  箇  ⽉  以  内 
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 の  も  の） 

 ７ 

 法  ⼈  税、  法  ⼈  事  業  税、  法  ⼈  市  府  ⺠  税  及  び  消  費  税  及  び  地  ⽅  消  費  税 

 の  納  税  証  明  書。  個  ⼈  事  業  主  は  市  府  ⺠  税、  消  費  税  及  び  地  ⽅  消  費  税 

 の  納  税  証  明  書     ※  発  ⾏  後  ３  箇  ⽉  以  内 

 ※  複  数  事  業  者  で  申  し  込  む  場  合  は、  複  数  事  業  者  の  各  事  業  者  の  上  記  2  〜  7  の  書  類  を  提  出  し 

 て  く  だ  さ  い。 

 （  3  ）  留  意  事  項 

 ア     応  募  に  あ  たっ  て  必  要  な  経  費  は、  全  額  応  募  者  の  負  担  と  し  ま  す 

 イ     応  募  書  類  等  は、  返  却  し  ま  せ  ん 

 （  4  ）  募  集  期  間 

 令  和  7  年  4  ⽉  1  ⽇  （⽕）  〜  令  和  7  年  9  ⽉  30  ⽇  （⽕） 

 平  ⽇、  午  前  8  時  30  分  〜  午  後  5  時  （⼟  ⽇、  祝  ⽇  は  除  く） 

 ※  募  集  期  間  中  に  申  し  込  み  が  あっ  た  場  合  は、  申  し  込  み  が  あっ  た  ⽉  の  末  ⽇  で  そ  の  施  設  の 

 募  集  期  間  を  終  了  い  た  し  ま  す。 

             募  集  期  間  中  に  応  募  が  な  かっ  た  場  合  は、  募  集  要  項  を  ⾒  直  し  再  公  募  す  る  予  定  で  す。 

 ９  ．  選  定  ⽅  法 

 （１）  優  先  交  渉  権  者  の  決  定 

       市  が  設  置  す  る  審  査  委  員  会  に  お  い  て、  応  募  者  か  ら  提  案  さ  れ  た  命  名  権  料、  経  営  の  安  定  性、 

 企  業  理  念、  愛  称  の  妥  当  性  及  び  提  案  事  項  を  総  合  的  に  判  断  し、  ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ‧  パー  ト 

 ナー  の  優  先  交  渉  権  の  付  与  を  決  定  し  ま  す。  な  お、  応  募  者  が  １  者  の  場  合  で  も、  審  査  委  員  会  に 

 お  い  て  審  査、  選  考  を  ⾏  い  ま  す。 

 （２）  ヒ  ア  リ  ン  グ  の  実  施 

       優  先  交  渉  権  者  の  審  査  ま  た  は  決  定  に  あ  た  り、  必  要  に  応  じ  て  ヒ  ア  リ  ン  グ  を  ⾏  う  場  合  が  あ  り 

 ま  す。 

 （３）  結  果  の  通  知 

       優  先  交  渉  権  者  と  の  協  議  が  整っ  た  場  合、  ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ‧  パー  ト  ナー  と  し  て  決  定  し、 

 契  約  を  締  結  し  ま  す。 
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 10  ．  契  約  の  締  結 

    市  と  ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ‧  パー  ト  ナー  は、  協  定  の  内  容  を  協  議  し、  協  議  が  整っ  た  段  階  で、 

 ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ  に  関  す  る  契  約  書  を  締  結  し  ま  す。 

 11  ．  契  約  の  更  新 

    契  約  期  間  が  満  了  す  る  場  合  に  お  い  て、  ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ‧  パー  ト  ナー  か  ら  契  約  更  新  の  申  し 

 出  が  あっ  た  と  き  は、  当  該  ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ‧  パー  ト  ナー  に  優  先  交  渉  権  を  付  与  す  る  こ  と  が  で 

 き  る  も  の  と  し  ま  す。  こ  の  場  合  に  お  い  て、  優  先  交  渉  権  を  付  与  す  る  か  ど  う  か  の  判  断  は、  選  定  委 

 員  会  が  ⾏  い  ま  す。 

    ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ‧  パー  ト  ナー  が  契  約  の  更  新  を  希  望  す  る  と  き  は、  契  約  期  間  が  満  了  す  る 

 ３ヶ  ⽉  前  ま  で  に  申  し  出  る  必  要  が  あ  り  ま  す。 

 12  ．  契  約  の  解  除 

    ネー  ミ  ン  グ  ラ  イ  ツ‧  パー  ト  ナー  の  信  ⽤  失  墜  ⾏  為  等  に  伴  い、  当  該  施  設  の  イ  メー  ジ  が  損  な  わ 

 れ  る  お  そ  れ  が  ⽣  じ  た  場  合、  市  は  契  約  期  間  満  了  を  待  た  ず  契  約  を  解  除  で  き  る  こ  と  と  し  ま  す。  そ 

 の  場  合  に  お  け  る、  原  状  回  復  に  必  要  な  費  ⽤  は  パー  ト  ナー  が  負  担  す  る  も  の  と  し  ま  す。 

 13  ．  問  い  合  わ  せ  先 

    舞  鶴  市  ⽣  涯  学  習  部  ス  ポー  ツ  振  興  課 

    〒  625-8555     舞  鶴  市  字  北  吸  1044 

    【電  話】  0773-66-1058     【  FAX  】  0773-62-9891 

    【  E-mail  】  suposin@city.maizuru.lg.jp 
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